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第１章 はじめに 
 

１ 本指針について 

この指針は、コールド・エバポレータ（以下「ＣＥ」という。）の構造、機能、取扱方

法及び保安管理等を具体的に示し、これに基づき適切に使用及び維持管理することによ

り、災害を防止し、公共の安全を確保することを目的として作成したものである。 

ＣＥを使用する事業所においては、その設置から日常の運転管理及び定期的な自主検

査まで、幅広くこの指針を参考にしていただきたい。 

 

２ コールド・エバポレータとは 

ＣＥは、専ら液化酸素、液化窒素、液化アルゴン又は液化炭酸ガスの貯槽（二重殻真

空断熱式構造のものに限る。）に接続された蒸発器により当該液化ガスを気化するための

高圧ガス設備をいい、具体的には、超低温液化ガス貯槽、加圧蒸発器、送ガス蒸発器及

びその他の付属設備をいう。 

 容器及びポンプ等を車両に固定した移動式製造設備（ローリ、輸送車）から貯槽に受

け入れた超低温液化ガスを、貯槽内の圧力を一定に保持しながら消費することができる。

その際、液面を加圧する行為が高圧ガスの製造に該当する（常用圧力が１ＭPa 以上の場

合は、蒸発器で気化させる行為も高圧ガスの製造に該当する）。 

 

※ 次の設備は、この指針の対象としない。 

・ ＣＥと同様の設備を使用した液化水素又は液化天然ガスの製造設備 

・ 特例措置ＣＥ（学校や住宅等の保安物件に対して確保すべき保安距離について緩和の特例

措置が適用されるＣＥ（一般高圧ガス保安規則（以下「一般則」という。）第６条の２第２項

の規定に適合するＣＥであって、同第８条第３項の規定に適合する移動式製造設備から液化

ガスを受け入れるもの。）） 

 

３ 用語の定義 

圧力：特にことわりがない限り、ゲージ圧力をいう。 

（ゲージ圧力 ＝ 絶対圧力 － １気圧（0.1013ＭPa）） 

ガスの容積：０℃・１気圧におけるガスの容積（単位：Ｎ㎥）をいう。 

このほか、高圧ガス保安法及び一般則に定める用語の例による。 

高圧ガスの「製造」とは 

次の行為が、高圧ガスの製造に該当する。 

・ 高圧ガスでないガスを高圧ガスにすること。 

・ 高圧ガスの圧力をさらに上昇させること。 

・ 高圧ガスを当該高圧ガスよりも低い圧力の高圧ガスにすること。 

・ 気体を高圧ガスである液化ガスにすること。 

・ 液化ガスを気化させ高圧ガスにすること。 

・ 高圧ガスを容器に充填すること。 

・ 加圧蒸発器で気化したガスにより高圧ガスである液化ガスの液面を加圧すること。 
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第２章 ガスの性質 
 

１ 高圧ガスの危険性 

この指針で対象とする超低温液化ガスなどの高圧ガスは、一般に次のような危険性を

有するため、これらに留意した取扱いが必要である。 

(1) 圧力の危険性 

高い圧力により、設備からのガスの噴出、設備の破裂などのおそれがある。 

 

(2) 状態変化の危険性 

液化ガスが蒸発した場合、急激な膨張による設備の破裂、蒸発潜熱（気化熱）によ

る凍傷のおそれがある。 

 

(3) 温度の危険性 

超低温の液化ガスの場合、材料の機械的性質の変化（金属の低温脆性など）や凍傷

のおそれがある。高温ガスの場合、熱傷のおそれがある。 

また、ガス自体の温度が当初は常温でも、配管内での流速が大きい場合に高温にな

ることがある。 

 

(4) ガス自体の性質による危険性 

窒息のおそれがあるほか、可燃性ガスは引火や爆発のおそれ、毒性ガスは人体や生

物に被害を及ぼすおそれがある。 

そのほか、支燃性、自然発火性、自然分解性などの反応性による危険のおそれや、

加熱等による性状の変化（毒性ガスの発生など）による危険のおそれがある。 

 

２ 各種ガスの物理的性質 

(1) 一般的性質 

酸素、窒素、アルゴン、炭酸ガスは、いずれも無色無臭の気体で、温度を下げて液

化すると酸素は淡青色、その他は無色の透明な液体となる。 

表 2-1 に各ガスの物理的性質を示す。 

 

表２－１ ガスの物理的性質 

酸素 窒素 アルゴン 炭酸ガス

分子式 Ｏ2 Ｎ2 Ａr ＣＯ2

分子量 32.00 28.01 39.95 44.01

ガス比重　　　　（空気＝１） 1.11 0.97 1.38 1.53

ガス密度［kg/m3］（０℃、１気圧） 1.429 1.251 1.783 1.977

液密度　［kg/Ｌ］（沸点） 1.141 0.809 1.398 1.030

沸点　　［ ℃ ］ -183.0 -195.8 -185.7 -78.5

臨界圧力［ＭPa（絶対圧力）］ 5.05 3.40 4.86 7.38

臨界温度［ ℃ ］ -118.4 -147.1 -122.5 31.1  
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 (2) 蒸気圧 

図 2-1 に各ガスの蒸気圧を示す。 

 
図２－１ 蒸気圧曲線 

 

(3) 液化ガスの蒸発によるガスの膨張 

例えば液化酸素の場合、液化酸素１Ｌの質量は 1.141kg であり、０℃・１気圧にお

ける酸素ガス１㎥は 1.429kg である。 

従って、液化酸素１Ｌが蒸発して０℃・１気圧のガスになると、その容積は、 

 

1.141（液密度　［kg/Ｌ］）

1.429（ガス密度［kg/㎥］）
酸素ガス： × 1,000　＝　799［ L ］

 
 

となり、液化酸素は蒸発すると約 800 倍の容積のガスとなる。 

表 2-2 に各種ガスの質量・容積換算表を示す。 

 

(4) ドライアイス 

液化炭酸ガスの圧力が約 0.42ＭPa 以下になると、液化炭酸ガスが固体（ドライアイ

ス）になり、設備内で閉塞を起こすため、ＣＥでは１ＭPa 以上の圧力で使用する必要

がある。 

また、ドライアイスが昇華して気体になると膨張するため、密閉容器内にドライア

イスを封入してはならない。 

 

(0.42ＭPa) 
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表２－２ ガスの質量・容積換算表 

０℃ 15℃ 35℃

1 0.876 0.700 0.738 0.789

1.141 1 0.799 0.842 0.901

1.429 1.252 1 1.055 1.128

1.355 1.187 0.948 1 1.069

1.267 1.110 0.886 0.935 1

1 1.236 0.800 0.844 0.902

0.809 1 0.647 0.682 0.729

1.251 1.547 1 1.055 1.128

1.186 1.466 0.948 1 1.069

1.109 1.371 0.886 0.935 1

1 0.715 0.561 0.592 0.633

1.398 1 0.784 0.827 0.885

1.783 1.275 1 1.055 1.128

1.690 1.209 0.948 1 1.069

1.580 1.130 0.886 0.935 1

1 0.971 0.506 0.534 0.571

1.030 1 0.524 0.550 0.588

1.977 1.919 1 1.055 1.128

1.874 1.819 0.948 1 1.069

1.752 1.701 0.886 0.935 1

注　液体の容積について、炭酸ガスは温度-20℃、圧力1.97ＭPa（絶対圧力）における値を示し、

　その他は１気圧における値を示す。

気体［㎥］（１気圧）

酸
素

窒
素

ア
ル
ゴ
ン

炭
酸
ガ
ス

質量
［kg］

液体
［Ｌ］

 
 

３ 各種ガスの化学的性質 

(1) 酸素の化学的性質 

ア 支燃性 

一般に、物質が空気中又は酸素中で酸素と化合して、多量の熱と光を発する現象

を燃焼という。 

燃焼が起こるためには、次の３つの条件が必要である。 

(ア) 燃える物質が存在すること。 

(イ) 酸素が存在すること。 

(ウ) 着火源が存在すること。 

つまり、酸素は燃焼を起こすときになくてはならないものであるが、酸素単独で

は燃焼を起こさない。このような性質を支燃性という。 

 

イ 酸素中での燃焼性の変化 

空気は地表で約21％（体積％）の酸素を含んでいるが、この酸素の濃度が増すと

物質の燃焼速度は速くなり、発火温度が低くなる。また、火炎の温度が上昇し、火
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炎の長さも長くなる。 

表2-3に示すように、一般に可燃性物質が燃焼する際、空気中よりも酸素中の方が 

(ア) 燃焼範囲が広くなる。（燃えやすくなる。） 

(イ) 発火温度が低くなる。（発火しやすくなる。） 

(ウ) 火炎温度が高くなる。（火勢が強くなる。） 

 

表２－３ 空気中と酸素中における各種可燃性物質の燃焼性の比較 

燃焼範囲［％］ ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ アセトン ｼﾞｴﾁﾙｴｰﾃﾙ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

空気中 4～60 2.6～13 1.9～36 8～10.5

酸素中 4～93 2.6～60 2.0～82 7.5～91

発火温度［℃］ ガソリン 灯油 重油 鋸屑

空気中 383 432 424 310

酸素中 272 251 256 280

火炎温度［℃］ アセチレン 水素 プロパン メタン

空気中 2,325 2,045 1,925 1,875

酸素中 3,135 2,660 2,800 2,930  
 

また、空気中では燃焼しにくい材料でも、酸素中ではその発火温度が低くなって

危険なことがある。 

このため、酸素の設備に使用する材料は十分に注意して選定する必要がある。 

表2-4に各種ガスケット材料の酸素中における発火温度を示す。 

 

表２－４ 各種ガスケット材料の酸素中（１気圧）における発火温度 

材料 最低発火温度［℃］ 瞬間発火温度［℃］

フ ァ イ バ ー 304 412

ゴ ム 345 523

シリコンゴム 414 633

フ ッ 素 ゴ ム 474 581

ダ イ フ ロ ン 470 613

テ フ ロ ン 507 592  
 

設備を製作又は補修する場合は、油脂、石油類、塗料などの可燃物を内部に残し

たり、侵入させたりしないよう厳重に管理し、かつ製作後に不燃性溶剤により洗浄

する必要がある。また、液化酸素とアスファルトが接触しないようにする必要があ

る。 

 

ウ 金属に対する作用 

酸素が水を介して鉄や鋼を腐食させる現象は酸化反応として知られているが、温

度が高くなると金属に直接作用して、燃焼を起こすことがある。 
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例えば、鉄粉やアルミニウム粉は酸素中で約400℃から燃焼を起こす。 

 

表2-5に各種圧力下における酸素中の金属の燃焼温度を示す。このうち銅は、その

温度で溶融するが、燃焼は起こさない。 

 

表２－５ 各種圧力下酸素中の金属の燃焼温度（℃） 

銅 （ 溶 融 ） 1,084 885 835 805

ス テ ン レ ス 鋼 1,366 － － －

軟 鋼 1,277 1,105 1,018 927

鉄 924 825 740 630

ア ル ミ ニ ウ ム 660 － － －

　　　　　圧力[ＭPa]
金属名

0 3.4 6.9 12.4

 

 

エ 可燃性ガスとの反応 

酸素は水素、アセチレン、液化石油ガスなどの可燃性ガスに対して非常によく反

応し、ある混合比率においては爆発を起こす。 

これらの爆発範囲は、一般に空気中よりも酸素中の方が広い。 

表2-6に各種可燃性ガスの爆発範囲及び発火温度を示す。 

 

表２－６ 各種可燃性ガスの爆発範囲及び発火温度 

下限 上限 下限 上限

メ タ ン 5.0 15.0 5.1 59 537 －

エ タ ン 3.0 12.4 3.0 66 515 507

ア セ チ レ ン 2.5 81.0 2.5 100 305 296

エ チ レ ン 2.7 36.0 2.9 80 490 485

プ ロ パ ン 2.1 9.5 2.3 57 432 －

シ ク ロ プ ロ パ ン 2.4 10.4 2.5 60 500 455

水 素 4.0 75.0 4.0 95 580 538

ア ン モ ニ ア 15.0 28.0 15.0 79 651 －

可燃性ガス

発火温度［℃］爆発範囲［％］

空気中 酸素中
空気中 酸素中

 
 

オ 人体に対する有害性 

(ア) 地球上に生息する大部分の生物にとって、酸素は生存するために不可欠な要

素で、酸素が不足すると生命が危険となる。 

 タンク内作業、坑内作業等においては、酸素濃度は18％以上に保持しなけれ

ばならない。 

(イ) 酸素が過剰に存在する場合にも、生体に有害な場合がある。 

 高濃度の酸素を長時間にわたり吸入すると、肺が充血し、小児や小動物では
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失明又は死亡するといわれている。表2-7に空気中の酸素濃度と人体への影響を

示す。 

 

表２－７ 空気中の酸素濃度と人体への影響 

濃度［％］ 人体への影響（安全性又は危険性）

46
けいれん、めまい、不快な呼吸感、錯乱、幻聴、視力障害、足指の疼痛等
短時間呼吸の高濃度中毒症状の安全限界

36 長時間呼吸の高濃度中毒症状の限界

21 安全（空気中の濃度）

19 長時間の作業でも安全（労働安全衛生法では18％まで）

17 やや異常を感じる、判断力が鈍る

15 安全の最低管理限度、おう吐、呼吸困難

13 生活可能の最低限度

11 意識喪失、けいれん

5 昏睡、６分で呼吸停止  

 

(2) 窒素の化学的性質 

ア 反応性：化学的に不活性で、反応性はない。 

イ 人体に対する有害性：空気中に約78％存在する。特に毒性はないが、多量になる

と酸素欠乏による窒息の危険がある。窒素を使用する設備の内部に入る場合は、空

気で十分置換してから入るようにしなければならない。 

 

(3) アルゴンの化学的性質 

ア 反応性：化学的に不活性で、反応性はない。 

イ 人体に対する有害性：特に毒性はないが、窒素と同様、多量になると酸素欠乏に

よる窒息の危険がある。 

 

(4) 炭酸ガスの化学的性質 

ア 反応性：水分を含む炭酸ガスは炭素鋼を著しく腐食する。特に酸素の存在下で腐

食が促進される。 

イ 人体に対する有害性：多量になると酸素欠乏による窒息の危険がある。また、酸

素濃度が十分であっても、表2-8のとおり二酸化炭素中毒による死亡の危険がある。 

 

表２－８ 空気中の炭酸ガス濃度と人体への影響 

濃度［％］ 人体への影響（通常の酸素濃度（21％程度）における）

25 ～ 30 呼吸低下、血圧降下、昏睡、反射能力喪失、麻痺。数時間後に死に至る。

10 ～ 11 調整機能不能。約10分で意識不明となる。

7 ～ 9 許容限界。約15分で意識不明となる。

5 呼吸が極度に困難になる。30分の暴露で中毒症状となる。

3 作業性低下

1.5 作業性及び基礎的生理機能に影響を及ぼさずに長時間にわたって耐えることができる。

0.5 長期安全限界（１日８時間、週40時間暴露しても有害な健康影響が現れない。）

0.04 安全（空気中の濃度）  
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４ 各種ガスの用途 

(1) 酸素 

・溶接、溶断等 

・医療、高度飛行、登山等の吸入用 

・製鋼用、冶金用 

・ロケットの助燃剤 

・化学工業原料用（硝酸、硫酸の製造等） 

・養魚用 

・パルプの漂白 

 

(2) 窒素 

・金属の熱処理、精製の雰囲気ガス 

・半導体のバランスガス 

・化学工業用原料（アンモニア合成等） 

・可燃性ガスや毒性ガスの置換用（保安用ガス） 

・食料品低温輸送用 

・医療用 

・気密試験用 

 

(3) アルゴン 

・電球封入、ネオン管封入用 

・アルゴン溶接 

・特殊金属の精錬、熱処理 

・金属の分析装置用 

・半導体のバランスガス 

 

(4) 炭酸ガス 

・炭酸ガス溶接 

・食料品の保存、保冷、ドライアイス 

・清涼飲料 

・金属加工処理 

・消火器 

・アルカリ排水の中和用 
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第３章 コールド・エバポレータの構造及び機能 
 

１ 設備の概要 

ＣＥは、液化酸素、液化窒素、液化アルゴン又は液化炭酸ガスをローリ（移動式製造

設備）から受け入れ、消費する目的で使用されている。 

消費の方法として、送ガス蒸発器により気化させた後、減圧弁等により使用目的に応

じた圧力に調整して供給する方法がよく用いられる。また、液化ガスのまま消費する方

法（液取り）もある。 

 

２ ＣＥの構造 

(1) 貯槽 

液化ガスに接する内槽と、これを包含する外槽及び圧力制御機構などの付属機器に

より構成されている。（図 3-1 参照） 

内槽と外槽との空間には、パーライトなどの熱伝導度の低い粉末断熱材を充填し、

高度の真空を保持することにより、大気からの熱侵入を極力防止して、液化ガスの蒸

発による内槽圧力の上昇を抑えるように製作されている。 

内容積１～30 ㎥のＣＥは、円筒たて型のものが多く用いられている。 

 

・材質 

内槽は超低温（液化窒素の場合－196℃）になるので、低温に適した材料を使用す

る必要がある。このため、一般にオーステナイト系ステンレス鋼等が使用されてい

る。（炭素鋼は、低温において特に機械的強度の低下が著しく、－60℃付近では衝撃

値が極めて低下し脆くなる（低温脆性）ので、使用することができない。） 

外槽は、炭素鋼等が使用されている。 

断熱層
（真空・パーライト）

内槽
外槽

内部配管

操作配管
脚

 

図３－１ ＣＥの構造 
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(2) 加圧蒸発器 

貯槽から消費系統への液化ガスの供給が進むと、貯槽内の液面低下により槽内の圧

力が低下し、次第に液化ガスを供給しにくい状態となる。ＣＥには、これを防ぎ、内

槽圧力を所定の圧力に保持するため加圧蒸発器が設置されている。 

内槽下部から取り出した液化ガスを気化させ内槽上部に送ることにより、低下した

内槽圧力を所定の圧力に戻す。加圧蒸発器からのガスは、加圧調整器で所定の圧力範

囲に調整される。 

加圧蒸発器は、一般に空気の対流を利用して自然通風により気化させる空温式のも

のが使われ、そのフィン管等の材料には銅又はアルミニウムが使用されている。 

 

(3) 自動圧力調整弁類（加圧調整器、降圧調整器（エコノマイザー弁）） 

ＣＥの内槽圧力を所定の圧力に自動調整するため、加圧調整器及び降圧調整器（図

3-2 参照）が設置されている。これらは、ダイヤフラムに加わるガスの圧力とスプリ

ングの調節により、必要な圧力に調整できる機能を有する。 

加圧調整器は、内槽圧力が低下すると弁が開き、加圧蒸発器からの気化ガスを内槽

上部に戻すことにより昇圧し、所定の圧力に達すると弁が閉じる調整弁である。降圧

調整器は、内槽圧力が所定の圧力を超えると弁が開き、貯槽内のガスを消費系統に流

すことにより圧力を低下させ、所定の圧力まで低下すると弁が閉じる調整弁である。 

この２つの圧力調整器の機能により、内槽圧力を加圧調整器と降圧調整器の設定圧

力の間に保持される仕組みである。ただし、消費系統への供給停止時及び少量の送ガ

ス時には降圧調整器は機能しないため、内槽圧力を低下させることはできない。 

 

 

スプリング

弁体

弁箱

スピンドル

ダイヤフラム

スプリング

弁体

弁箱

ダイヤフラム

スピンドル

スプリング

 

        ア 加圧調整器             イ 降圧調整器 

 

図３－２ 自動圧力調整弁類 
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(4) 送ガス蒸発器 

送ガス蒸発器は、貯槽から送られた液化ガスを消費のために気化させる装置である。

図 3-3 及び図 3-4 に、送ガス蒸発器の一例を示す。 

送ガス蒸発器の装置の大きさ、製作費用、運転操作の難易、熱源のコストは、液化

ガスを気化させるための熱源の種類（加熱方式）に左右される。 

表 3-1 に送ガス蒸発器の加熱方式を示す。 

 

（フィン管の拡大図）

 

図３－３ 送ガス蒸発器（フィン管式） 

 

 

図３－４ 送ガス蒸発器（蛇管式） 
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表３－１ 送ガス蒸発器の加熱方式 

型式 加熱方式 
特徴 

利点 欠点 

フ
ィ
ン
管
式 

自然通風型 

空温式（A） 

大気熱をフィン管

より吸収するもの 

熱源を要しない 

運転操作が簡易 

小型に適する 

冬季は能力が低下 

大型は製作費が高

い 

大型は据付面積が

大きい 

強制通風型 

空温式（B） 

A より効率が良い 

運転操作が簡易 

大型にも適する 

冬季は能力が低下 

送風用電力が必要 

蛇
管
式 

シェル&コイル型 

温水加温式（C） 

温水を強制循環さ

せるもの 

A、B より効率が良

い 

製作費が安い 

温水が必要 

温水ポンプ系統の

保守が必要 

シェル&チューブ型 

電熱加温式 

シーズヒータによ

り水槽内水温を自

動調整するもの 

効率は C相当 

小型に適する 

電力消費が大きい 

製作費が高い 

シェル&コイル型 

スチーム加温式 

水槽にスチームを

吹き込み、水温保

持を行うもの（ス

チームの吹き込み

は水温により自動

調整） 

A、B、C より効率が

良い 

製作費が安い 

大型に適する 

電力消費が大きい 

※ A 以外は停電に、蛇管式は断水や腐食に注意が必要である。 

 

(5) 付属設備 

ア 安全弁 

ＣＥには、主に次の安全弁が設置されている。 

 

(ア) 内槽安全弁 

 貯槽内の液化ガスはたえず蒸発しているので、内槽圧力は上昇する傾向にある。

このため、内槽圧力が許容圧力を超えた場合に作動して圧力を下げて貯槽を保護

する。 

(イ) 加圧ライン安全弁 

 加圧ラインの圧力が許容圧力を超えた場合に作動して安全を保つ。 

(ウ) 充填ライン安全弁 

 ローリからの液化ガスの受入時の圧力が許容圧力を超えた場合、また受入作業

後に誤って液封状態となり、充填ライン内の圧力が許容圧力を超えた場合に作動

して安全を保つ。 
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安全弁については、以下の点に留意すること。 

 

 

図 3-5 に安全弁の一例を示す。 

 

弁体

弁座

スピンドル

スプリング

弁箱

 

         図３－５ 安全弁（ばね式） 

 

なお、内槽安全弁については、近年、三方弁を元弁として、２台設置されている

ものが普及してきている。三方弁は２台の安全弁に対して同時に閉じることができ

ない構造であるため、誤って元弁を閉じたことによる安全弁の不作動のおそれがな

い。 

また、安全弁以外に内槽圧力を下げる設備として、近年、自動放出弁（ブリーダ

ー弁）が設置されているものが普及してきている。自動放出弁は、内槽圧力が通常

より上昇したときに、安全弁が作動する前に自動的に開いてガスを放出し、内槽圧

力を下げる機能を有する。 

（これらは、特例措置ＣＥには設置が義務づけられている。） 

・ 安全弁は当該設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に、直ちにその圧

力を許容圧力以下に戻すことができるようにしておくこと。 

・ 安全弁の規定吹出し量は、所要吹出し量以上であること。（一般則第

６条第１項第 19 号、製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法

等に関する技術基準の細目を定める告示（以下「製造細目告示」という。）

第７条の２、一般高圧ガス保安規則関係例示基準（以下「例示基準」と

いう。）13．参照） 

・ 安全弁に付帯して設ける元弁は常に全開にしておくこと。（誤って閉

めることがないよう施錠、封印等の措置を施すこと。） 

・ 液化酸素製造施設の安全弁には、放出管を設けること。放出管の開口

部の位置は、近接する建築物又は工作物の高さ以上の高さであって、周

囲に着火源等のない安全な位置であること。 
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このほか、比較的古いＣＥには、安全装置として破裂板が設置されたものがある。

破裂板は、内槽安全弁と併用され、破裂圧力が安全弁の作動圧力より高く設定され

ており、内槽圧力が上昇しても安全弁が作動しないなどの異常時に破裂して、貯槽

を保護する。 

 

イ 圧力計 

高圧ガス設備内部の圧力を測るためのもので、JIS B7505 ブルドン管式のものが

多く用いられる。 

ブルドン管の材料には、一般に黄銅、燐青銅、ベリリウム銅、ステンレス鋼、バ

ネ鋼などが使用されている。その構造は、だ円形の断面を持つ中空管を円弧状に曲

げ、一端を固定してこれに圧力を導き、他端を閉じて自由に動くことができるよう

にしたものである。 

中空管内に圧力が加わると、自由端はほぼ直線で圧力に比例した変位を生じ、こ

れを指針に伝えることで圧力を示している。 

液化酸素のＣＥには、「禁油」の表示があるものを使用すること。 

 

ウ 液面計 

 液面計は、貯槽内の液化ガスの量を測るために設置されている。超低温液化ガス

の液面高さは、水や油のように直接表示することができないため、貯槽の上下部の

圧力差を検出して、間接的に液面高さを表示している。 

 

エ 弁類 

気化したガスが通る箇所には通常の玉形弁が使用されている。 

超低温液化ガスが通る箇所には、凍結・結露を防ぐために長軸弁が使用され、グ

ランドパッキンには吸湿性のないテフロン系がよく使用されている。 

図 3-6 に長軸弁の一例を示す。 

          

弁体

グランドパッキン

弁箱

ハンドル車

弁棒

 

図３－６ 長軸弁 
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 (6) 緊急遮断弁 

内容積 5,000Ｌ以上の液化酸素のＣＥの送ガスラインには、貯槽から５ｍ以上離れ

た位置で操作できる緊急遮断弁を設けなければならない。 

図 3-7 に窒素（空気）圧式の緊急遮断弁の一例を示す。 

 

       

弁棒

弁体

弁箱

ピストン

シリンダ

スプリング

開閉指示板

ピストンロッド

窒素（空気）の供給口

 

図３－７ 緊急遮断弁 

 



- 16 - 

３ ＣＥの機能 

ＣＥの配管系統図を図 3-8 に示す。各部の名称は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－８ ＣＥ配管系統図 

① ②

③

⑦ ⑧

⑤ ⑥

④

⑨

⑭

⑮

⑰

⑲

⑳
㉑

㉒

㉓ ㉔
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⑩

⑪

⑫

⑯

⑱

㉖
㉗ ㉘

㉙

㉚
㉛

㉜
㉝

㉞

㉟

㊱

㉕

⑬

 

 

 

 

 

① 充填口 ⑬ 加圧ライン安全弁元弁 ㉕ 液取出弁 

② 充填逆止弁 ⑭ ガス戻り弁 ㉖ 送液弁 

③ 充填安全弁 ⑮ 内槽ガス放出弁 ㉗ 緊急遮断弁 

④ 充填ブロー弁 ⑯ 内槽安全弁 ㉘ 送ガス蒸発器 

⑤ 上部充填弁 ⑰ 内槽安全弁元弁 ㉙ 送ガスライン安全弁 

⑥ 上部充填弁（補助弁） ⑱ 降圧調整器（エコノマイザー弁） ㉚ 送ガスライン安全弁元弁 

⑦ 下部充填弁 ⑲ 降圧逆止弁 ㉛ 切替弁 

⑧ 下部充填弁（補助弁） ⑳ 内槽圧力計 ㉜ 送ガス調整器 

⑨ 加圧元弁 ㉑ 液面計 ㉝ 送ガス弁 

⑩ 加圧蒸発器 ㉒ 液面計元弁 ㉞ バイパス弁 

⑪ 加圧調整器 ㉓ 検液弁 ㉟ 圧力計 

⑫ 加圧ライン安全弁 ㉔ 検液弁元弁 ㊱ 圧力計元弁 
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(1) 充填ライン 

ローリに固定されたポンプにより、貯槽の上部及び下部から超低温液化ガスを充填

するラインである。上部充填弁⑤（バルブ等の番号は図 3-8 におけるもの。以下同じ。）

から充填されると、貯槽気相部にあるガスが充填された液化ガスにより冷却され、内

槽圧力が低くなる。下部充填弁⑦から充填されると、液量が増すことにより貯槽気相

部にあるガスが圧縮され、内槽圧力が高くなる。この２つの弁の開度を調節すること

により、内槽圧力の調整ができるので、消費中でも液化ガスの充填が可能である。 

なお、内容積 5,000Ｌ以上の液化酸素のＣＥには、緊急遮断弁又は逆止弁を設ける

必要がある。 

 
図３－９ 充填ライン 

 

 

・ 初回充填の場合は内槽や付属配管等を十分に予冷するとともに、ガス戻り弁⑭を

閉じて充填すること。 

・ 液化ガスの充填量は貯槽内容積の 90％を超えないこと。 

・ 充填終了後はホース内の残ガスを放出し、残圧がないことを確認してからホース

を取り外すこと。 

⑤上部充填弁 

⑦下部充填弁 

⑭ガス戻り弁 
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(2) 検液ライン 

検液ラインは、液化ガスの過充填を防止するためのラインである。 

貯槽に液化ガスを充填する際に、検液弁㉓を開いて、貯槽の最大充填量（内容積の

90％）を超えないことを確認する。 

 

 
 

図３－10 検液ライン 

 

 

 

 

・ ローリから液化ガスを受け入れる場合は、検液弁㉓を確実に開き、粒状の液化

ガスが出始めたら充填ポンプを停止し、受入作業の終了後は検液弁㉓を確実に閉

じること。 

・ 液化ガスの受入時には、検液ラインだけでなく、液面計㉑の表示を確認しなが

ら作業すること。 

㉓検液弁 

㉑液面計 
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(3) 加圧ライン 

 加圧ラインは、液化ガスの消費による内槽圧力の低下を防止し、圧力を一定に保持

するために設けられている。 

 内槽圧力が設定圧力以下になると、加圧調整器⑪が自動的に開き、加圧蒸発器⑩に

液化ガスが流れ、気化したガスが貯槽気相部に送り込まれることにより、内槽圧力を

上げる。内槽圧力が設定圧力に達すると、加圧調整器⑪が閉じ、所定の圧力に保持さ

れる。 

 

 
 

図３－11 加圧ライン  

 

 

 

 

・ 長期（３日間程度以上）にわたり運転を停止する場合は、ガス戻り弁⑭を閉じ、

加圧蒸発器⑩に着霜していないことを確認してから加圧元弁⑨を閉じること。 

・ 加圧調整器⑪の再調整が必要な場合は、ガス納入業者に依頼すること。 

 

⑪加圧調整器 

⑩加圧蒸発器 

⑭ガス戻り弁 ⑨加圧元弁
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(4) 降圧ライン 

降圧ライン（エコノマイザーラインともいう。）は、熱侵入により蒸発したガスを消

費系統に逃がし、ロスなく内槽圧力を所定の圧力まで低下させるために設けられてい

る。 

内槽圧力が設定圧力以上になると、降圧調整器（エコノマイザー弁）⑱が自動的に

開き、消費系統に流れる液とともに貯槽気相部からガスを送り出し、内槽圧力を降下

させる。ただし、液が消費系統に流れていない（消費していない）場合及び消費量が

極端に少ない場合は、圧力は降下しない。 

 

 
 

図３－12 降圧ライン 

 

 

 

・ 降圧調整器⑱の作動圧力は、加圧調整器⑪の設定圧力より約 0.1ＭPa 高い圧力

に設定すること。 

・ 降圧調整器⑱の再調整が必要な場合は、ガス納入業者に依頼すること。 

 

⑱降圧調整器 

⑪加圧調整器 
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(5) 送ガスライン 

送ガスラインは、貯槽から超低温液化ガスを取り出し、気化させたガスを消費系統

に送るラインである。 

内槽圧力を利用して貯槽底部からサイフォン管で超低温液化ガスを取り出す。送ガ

ス蒸発器㉘により気化し、送ガス調整器㉜により所定の圧力に調整後、消費系統に供

給する。 

なお、液化ガスを取り出す（液取り）場合、この送ガスラインを使用する方法のほ

か、別に液取出しラインを備えているＣＥについては、液取出しラインを使用する方

法がある。 

 
図３－13 送ガスライン 

㉘送ガス蒸発器 ㉜送ガス調整器送ガスライン

液取出しライン 

・ １日の使用終了時や週末など短期間（２日程度以内）使用を停止する場合は、

送ガス弁㉝を閉じ、送ガス蒸発器㉘に着霜していないことを確認してから送液弁

㉖を閉じること。 

・ 送ガス蒸発器㉘が２／３以上着霜した場合は、使用を中止し対策を講ずること。

・ 霜や氷を除去するときは、水を使用するなど、低温になった機器に衝撃や大き

な熱を与えないこと。 

・ 送ガス調整器㉜の再調整が必要な場合は、ガス納入業者に依頼すること。 

㉖送液弁

㉝送ガス弁
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(6) 計装ライン 

計装ラインには、内槽圧力を表示する内槽圧力計⑳及び貯槽内の液量を表示する液

面計㉑が取り付けられている。 

液面計は、貯槽の上部と下部の圧力差を検知して液面の高さを表示する差圧式液面

計が一般的に使用されている。 

 

 
 

図３－14 計装ライン 

 

 

 

・ 圧力計及び液面計の元弁は常時開とすること。 

・ 圧力計及び液面計には、マーキング等により許容範囲を明示しておくこと。 

・ 定期自主検査時には、圧力計の精度確認の検査を実施すること。（検査後、合格

シールを貼付する場合は、必要な表記が隠れないように貼付すること。） 

⑳内槽圧力計

㉑液面計 
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(7) 放出ライン 

放出ラインは、緊急時など必要に応じて、貯槽気相部のガスを内槽ガス放出弁⑮か

ら外部に放出し、内槽圧力を下げるためのラインである。 

このラインには、内槽安全弁⑯が設けられており、内槽圧力が異常に上昇した場合

に作動し、内槽圧力を下げることができる。 

内槽安全弁には、一般にばね式安全弁が用いられている。 

なお、近年、内槽安全弁が２台設置されたＣＥや、内槽安全弁の作動前に自動的に

ガスを放出する自動放出弁が設置されたＣＥが普及してきている。 

 

 
図３－15 放出ライン 

 

 

・ 安全弁の元弁は常に全開とし、施錠又は封印等の措置を施すこと。 

・ 屋内では酸素ガスを放出しないこと。 

・ 屋外で酸素ガスを放出する場合は、火気など周囲の状況に十分注意し、適切な

措置を講じてから、少量ずつ放出すること。 

・ 不活性ガスを大量に放出する場合は、通風、換気の良いところで行うこと。 

⑮内槽ガス放出弁 

⑯内槽安全弁
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＜参考＞ ＣＥに係る技術上の基準一覧表 

(2) 製造施設の位置、構造及び設備に関する技術上の基準                ○：すべてのガスに適用  酸：酸素のみに適用 

号 具体的な対応 

第一種製造者 

第二種製造者 

(30Nm3/日以上)

第一種貯蔵所 

第二種貯蔵所 

第二種製造者 

(30Nm3/日未満)

第６条第１項（第６条の２第１項から準用） 

１ （警戒標の掲示） 

・事業所の周囲に境界線（塀等）を設けること。 

・事業所の出入り口及び施設の周囲に警戒標を設けること。（別図１ 参照） 
○ ○ 

２ （設備距離） 

第一種保安物件及び第二種保安物件に対し、処理能力又は貯蔵能力により規定される設備距離を確保すること。（別

図２ 参照） 

・第一種保安物件（病院や学校等、不特定多数の人が集合する公共施設等(敷地を含む)）に対し、第一種設備距離 

・第二種保安物件（民家等、住居に使用される建築物）に対し、第二種設備距離 

※第二種設備距離は、事業所の敷地内又は民家等が建築されるおそれのない土地（河川等）内で確保すること。 

○  

７ （防液堤） 

・1,000t 以上の酸素の貯槽の周囲には、貯蔵能力の 60％以上の容量の防液堤を設けること。 酸  
８ （防液堤内等の設備） 

・製造細目告示に規定される設備以外は設置しないこと 酸  
10 （ガス設備に気密な構造） 

・酸素のガス設備（低圧側設備を含む。）は、気密な構造とすること。 酸 酸 
11 （耐圧試験） 

 高圧ガス設備は次のいずれかの方法で耐圧性能を確認すること。なお、耐圧試験は、設備ごとの個別に実施すること

ができる。 

・水等の安全な液体を使用し、常用圧力の 1.5 倍以上の圧力を 10～20 分間加え、ふくらみ、伸び、漏えい等の異常が

ないこと。 

・空気、窒素等の気体を使用し、常用の圧力の 1.25 倍以上の圧力を 10～20 分間加え、ふくらみ、伸び、漏えい等の異

常がないこと。(ただし、液体を使用することが困難であると認められるものであって、事前に放射線透過試験にて

等級分類１類又は２類と評価されたものに限る。) 

・大臣認定試験者試験等成績書、高圧ガス保安協会による高圧ガス設備試験成績証明書又は特定設備検査合格証等 

○ ○ 

12 （気密試験） 

 高圧ガス設備は次の方法で気密性能を確認すること。なお検査は、最終的に設備を組み立てた状態で行うこと。 

・空気、窒素等の気体を使用し、常用の圧力以上の圧力を 10分間以上加え、漏えい等の異常がないこと。 
○ ○ 

13 （高圧ガス設備の強度） 

 高圧ガス設備は次のいずれかの方法で必要な強度を有することを確認すること。 

・常用圧力又は常用温度において発生する最大の応力に対し、当該設備の形状、寸法、材料の許容応力、溶接継手の効

率等に応じ計算上必要とされる肉厚以上の肉厚を有すること。 

・大臣認定試験者試験等成績書、高圧ガス保安協会による高圧ガス設備試験成績証明書又は特定設備検査合格証等 

○ ○ 

14 （ガス設備の材料） 

 高圧ガス設備は次のいずれかの方法で適切な材料を使用していることを確認すること。 

・高圧ガス設備の形状、ガスの種類、常用の温度に対し、関係例示基準で使用することができるとされた材料を使用す

ること。 

・大臣認定試験者試験成績書、高圧ガス保安協会による高圧ガス設備試験成績証明書又は特定設備検査合格証等 

○  

15 （高圧ガス設備の基礎） 

 高圧ガス設備の種類に応じ、次のように設置すること。 

①貯蔵能力１ｔ未満の貯槽及び蒸発器 

・不同沈下を起こすおそれのない地盤上に設置した基礎上に設置すること。 

・不同沈下を起こすおそれのある地盤にあっては、地盤改良等を行った地盤上に設置した基礎上に設置すること。 

（いずれも地盤調査により地盤支持力等を確認すること） 

②貯蔵能力１ｔ以上の貯槽 

・①の基準を満たす基礎上に設置すること。 

・貯槽の支柱を同一の基礎に緊結すること 

○  

16 （沈下測定） 

・貯蔵能力１t以上の貯槽の基礎については、１年に１回以上、沈下状況を測定すること。 

・測定の結果、不同沈下が生じていた場合には、必要な措置を講ずること。 
○ ○ 

17 （耐震設計） 

 貯蔵能力３t以上の貯槽及び垂直方向の幅５ｍ以上の縦型空温式蒸発器については、耐震設計告示※に基づき、必要

な耐震性能を有すること。  ※高圧ガス設備等耐震設計基準 
○  

18 （高圧ガス設備の温度計） 

・反応、精製、分離、蒸留、冷却、凝縮、熱交換、加熱のための設備には、温度計を設置すること。 ○  
19 

― 

① 

（高圧ガス設備の圧力計） 

①高圧ガス設備には、次のとおり圧力計を設置すること。 

・貯槽 

・蒸発器やポンプの出口 

・配管（常用圧力の区分ごとに設置） 

②圧力計は２年に１回以上比較検査を実施すること。 

○ ○ 

19 

― 

② 

（高圧ガス設備の安全装置） 

①高圧ガス設備には、次のとおり安全装置を設けること。 

・貯槽 

・蒸発器やポンプの出口 

・配管（常用圧力の区分ごとに設置） 

②安全弁を使用する場合は、１年又は２年に１回以上作動検査を実施すること。 

○ ○ 

20 （安全装置の放出管） 

 酸素の高圧ガス設備については、次の建築物等の高さ以上の高さに放出管を設けること。 

・周囲８ｍ以内の火気取扱施設 

・周囲５ｍ以内の建築物及び工作物 

酸 酸 

22 （液面計） 

・貯槽には、液面計を設けること。 

・丸型ガラス管液面計を用いる場合には、その破損を防止するための措置を講ずること。 
○ ○ 
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24 （貯槽直近及び一以上のバルブ） 

・液化酸素の貯槽（加圧蒸発器付き低温貯槽であって、当該貯槽に係る配管の当該貯槽の直近の部分にバルブを設置し

ているものを除く。）から、ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられる配管には、当該貯槽の直近にバルブ

（使用時以外は閉鎖）を設けるほか、緊急遮断弁を除く一以上のバルブを設けること。 

酸  

25 （緊急遮断装置） 

 内容積 5,000L 以上の酸素の貯槽の受入、払出配管には、緊急遮断装置を設けること。 

・受入配管については、逆止弁で代えることができる。 

・緊急遮断装置の操作位置は、貯槽は防液堤から５ｍ以上離れた安全な位置とすること。 

・緊急遮断装置は、１年に１回以上作動検査を実施すること。 

酸  

27 （保安電力） 

次の設備を制御するための電力や空気等には、停電時等においても機能を維持することができる保安用電力等を保有

すること。 

・緊急遮断装置  散水装置等  防消火設備  非常用照明装置  通報装置 

・保安電力等は、通常使用するものを含み、２つ以上を保有すること。 

・保安電力等は、１年に１回以上その機能を検査すること。 

○  

32 （貯槽等の温度上昇防止措置） 

 可燃性ガスの貯槽及び可燃性物質取扱施設の周囲 20m 以内に設置された高圧ガスの貯槽には、散水装置等を設置する

こと。 

・散水装置を設置する場合にあっては、貯槽の表面積に対し、５L/min‣㎡以上の水量を、全体均一に放射すること。 

○  

39 （防消火設備） 

・酸素の高圧ガス施設には、周囲の安全な場所能力単位 B-10 の消火器３本相当以上を設置すること。 酸 酸 
40 （通報設備） 

 緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置として、次の設備を１つ以上備えること。 

・ページング設備  ・構内放送設備  ・携帯用拡声器  ・メガホン  ・トランシーバー 
○  

41 （バルブの表示） 

①製造設備内の手動バルブ、コック等には、次の措置を講ずること。 

・バルブ等にはフローシート等に基づく記号、番号を表示すること。 

・バルブ等に開閉方向を表示すること。 

・バルブ等の開閉状態を表示すること。 

・バルブ等が接続された配管にガスの種類を明示（塗色でも可）及び流れ方向を明示すること。 

・安全弁の元弁等、通常操作しないバルブは、施錠やハンドルの取外し等、みだりに操作されない措置を講ずるととも

に、「常時開」等を表示すること。 

②自動バルブ、コック等を操作するための操作スイッチには、次の措置を講ずること。 

・スイッチには、操作するバルブに付されたフローシート等に基づく記号、番号を表示すること。 

・操作スイッチ近傍にバルブ等の開閉状態を示す表示を付すること。 

・緊急遮断弁等、通常操作しないバルブの操作スイッチには、みだりに操作されないようカバー等を付けること。 

○  

 

(2) 製造の方法に関する技術上の基準                         ○：すべてのガスに適用  酸：酸素のみに適用 

号 具体的な対応 

第一種製造者 

第二種製造者 

(30Nm3/日以上)

第一種貯蔵所 

第二種貯蔵所 

第二種製造者

(30Nm3/日未満）

第６条第２項（第６条の２第３項から準用） 

１ （安全装置元弁の常時開） 

・安全弁の元弁は修理、清掃等で特に必要な場合を除いて、常に全開にしておくこと。 ○ ○ 
２ （高圧ガスの充填） 

①貯槽にガスを充填するとき 

・内容積の 90％を超えないように充填すること。 
○  

②酸素を容器に充填するとき 

・あらかじめ、バルブ、容器及び充填用配管等に付着した石油類、油脂類又は汚れ等の付着物を除去すること。 

・可燃性のパッキンを使用しないこと。 
酸  

４ （日常点検） 

 日常点検は、次の頻度で当該製造設備の属する製造施設の異常の有無及び設備の作動状況について点検すること。 

・製造設備の使用開始時及び使用終了時 

・設備の運転中に１日１回以上 

・24 時間連続操業する場合は、交代勤務の直ごとに１回以上 

○ ○ 

５ （高圧ガス設備の修理） 

 高圧ガス設備の修理を行う場合は、次の基準により実施すること 

①あらかじめ、修理等の作業計画及び作業の責任者を定めること。 

②作業計画に従い、作業責任者の監視の下に行うとともに、異常があったときに直ちにその旨を作業責任者に通報する

ための措置を講じて行うこと。 

③内部を窒素ガス、水、スチーム等安全な流体で置換した後、濃度測定器により内部のガス濃度を確認すること。 

④内部で作業を行う場合はさらに内部を空気で置換後、酸素濃度が 18～22％になるまで確認すること。 

⑤開放する部分の前後のバルブに閉止及び仕切り板を挿入するとともに、閉止したバルブ、仕切板を施錠、封印し、監

視員を配置すること。 

⑥修理等が終了した後、当該設備が正常に作動することを確認すること。 

○ ○ 

６ （バルブの操作） 

・バルブは原則、直接手で操作すること。 

・ハンドル廻し等を使用する場合には、あらかじめ制限トルク等の操作条件を定め、それに適するハンドル廻し等を使

用すること。 

○ ○ 

第６条の２第３項 

２ （タンクローリー等からの高圧ガスの受払い） 

・移動式製造設備等の容器から高圧ガスを受け入れ、又は払い出す場合には、当該車両を車止めで固定すること。 ○  
第 12条第２項 

１ （容器充填時の火気距離） 

・高圧ガスを容器に充填するときは、火気取扱施設、多数の人の集合する場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積

した場所から５メートル以上離れてすること。 
 酸 

３ （油脂類の禁止） 

酸素を容器に充填するときは、次のように行うこと。 

・あらかじめ、バルブ、容器及び充填用配管等に付着した石油類、油脂類又は汚れ等の付着物を除去すること。 

・可燃性のパッキンを使用しないこと。 

 ○ 
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＜参考＞ コールド・エバポレータに係る全国の事故事例 

重要事故事例１ 

事 故 名 称 液化窒素ＣＥの安全弁元弁閉止による貯槽の破裂事故 

発 生 年 月 日 1992年８月28日 発 生 場 所 北海道 

事業所の区分 製造事業所（一般） 業    種 食品加工 

設 備 の 種 類 液化窒素ＣＥ 

事 故 区 分 爆発 

発災した設備 超低温貯槽 

取 扱 状 態 停止中 

死 傷 者 数 死者 ０名 重傷 ０名 軽傷 ０名  計 ０名 

事 故 概 要 ７月２日、液化窒素をＣＥに充填した後、発災日までの２か月間当該設備は

使用されていなかった。この間、すべての弁が閉止されていた。 

８月28日、当該ＣＥの貯槽が突然破裂（内槽７個、外槽11個に破断し、周辺

に飛翔）し、当該ＣＥが設置されていた食品加工工場が半壊したほか、周辺の

工場25棟、駐車中の車両36台に損壊を与え、被害総額は、４億3,600万円に及ん

だ。なお、事故当時、周辺は無人であったため、人的被害は生じなかった。 

原 因 ＜直接原因＞ 

調査の結果、液化窒素を充填してから発災日までの２か月間にわたり安全

弁元弁等の保安上重要なバルブを含めたすべてのバルブが閉止されていたこ

とで、外部熱の侵入により徐々に液化窒素が内槽内で気化し、安全装置が作

動しないまま内圧が上昇し、破壊に至った。 

＜間接原因＞ 

・当該ＣＥは工場長のみが操作を行い、他の従業員はノータッチであった。

・機器のメンテナンスは業者任せになっていた。 

・社内においても保安マニュアルが不十分であり、保安教育もなされていな

かった。 

以上より、当該工場の管理者、従業員とも、高圧ガスの保安に関する知識

も保安意識も欠如しており、これが原因で、不適切な操作、管理を招いたと

考えられる。 

再発防止対策 ・安全弁元弁は常時開が義務付けられているため、「常時開」の表示及び手で

容易に操作できない措置を講じる。 

・ＣＥの操作について、保安管理マニュアルを整備するとともに、点検日報等

を用いて使用していないときも含めて日常的に管理する。特に保安上重要な

弁等の開閉状態は、常に点検する。 

・事業所の責任者及び従業員は、保安教育を通じて、法令遵守の徹底、保安管

理技術の向上、保安意識の高揚に努め、高圧ガス設備を適切に管理するため

の能力を養う。 

教 訓 ＣＥを取り扱うすべての関係者はＣＥの有する危険性を熟知し、取扱いを適

正に行うとともに、施設を安全な状態に維持しなければならない。このため、

安全教育と訓練を継続し、日常点検、定期点検を充実するなど常に事故防止の

ための努力を怠ることなく、全員が保安確保の意識を持ち続けることが大切で

ある。 
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重要事故事例２ 

事 故 名 称 液化アルゴンＣＥの送ガス蒸発器からのアルゴンガス漏えい事故 

発 生 年 月 日 2005年４月６日 発 生 場 所 千葉県 

事業所の区分 製造事業所（一般） 業    種 機械 

設 備 の 種 類 液化アルゴンＣＥ 

事 故 区 分 漏えい 

発災した設備 送ガス蒸発器（アルミニウム合金製空温式） 

取 扱 状 態 通常運転時 

死 傷 者 数 死者 ０名 重傷 ０名 軽傷 ０名  計 ０名 

事 故 概 要 液化アルゴンＣＥを通常運転中、保安課係員が巡回点検したところ、送ガス

蒸発器のフレームが変形し、アルミフィン管群が傾斜して、フィン管下部から

アルゴンガスが漏えいしているのを発見した。直ちに送液バルブを閉止し、漏

えいを止めた。 

原 因 ＜直接原因＞ 

送ガス蒸発器の液入口側のアルミフィン管（A6063S-T5）に大量の氷が付着

し、その氷の成長による重みと膨張で徐々に蒸発器フレーム部分が変形し、

フレームに乗っている状態のフィン管群がフレームから脱落した。 

フィン管が脱落した際に液入口集合管（φ50×t3）の端部が架台に接触し

たため、過大な応力がフィン管の根元部分に係り、液入口側第１列目のフィ

ン管根元付近（集合管から立ち上がっているベント管とフィン管の溶接部の

上部側で、フィンを除去した部分の母材）に亀裂が発生し、アルゴンガスが

漏えいした。 

＜間接原因＞ 

・日常点検時の氷の除去処理が不十分であったこと。 

・蒸発器１基で24時間操業を行い、着霜が急速に成長したこと。 

 

再発防止対策 ・24時間連続運転する場合は、送ガス蒸発器を２基設置し、適宜切り替えて運

転するなど、送ガス蒸発器への過大な着氷を防止する。 

・日常点検により、着霜状況やフレーム等の変形状況を点検し、こまめに氷の

除去処理を行う。 

 

教 訓 蒸発器に付着した霜が氷となり成長すると、予想外の大きな負荷や荷重が発

生するので、アルミ部材やフレームが変形し、亀裂が生じることで、高圧ガス

の漏えい事故につながるおそれがあるため、連続運転を行う場合には、特に注

意が必要である。 

また、始業前点検や日常点検でフレームの変形などの設備異常が見つかった

場合には、運転を止めて点検を行うなど適切な事故防止措置を行い、保安の確

保を最優先する。 

なお、氷をハンマーで叩くと、蒸発器のアルミ部材などが損傷するおそれが

あるので、適切な方法で氷を除去する必要がある。 
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＜参考＞ 水素、天然ガスについて 

ＣＥと同様の設備を使用して、液化水素又は液化天然ガスの製造等を行うことがある。これらは、その可

燃性に配慮した取扱いが必要であり、液化酸素等に比べて適用される技術上の基準が多い。 

 

 水素（ Ｈ2 ） 天然ガス 

１ 

物
理
的
性
質
及
び
化
学
的
性
質 

 

無色・無臭の可燃性ガス 

分子量：２ 

ガス比重：0.07（空気より軽い） 

沸点：－252.9 ℃ 

 

発火点：580 ℃ 

燃焼範囲：４～75 vol％ 

反応性：自己反応性なし。常温常圧では比較的安

定。 

金属に対する作用：高温高圧下で炭素鋼を脆化 

させる（水素脆化）。 

人体への影響：窒息、酸欠。 

（主成分であるメタン（ＣＨ4）について） 

無色・無臭の可燃性ガス（工業用燃料等は着臭）

分子量：16 

ガス比重：0.56（空気より軽い） 

沸点：－161.5 ℃ 

引火点：-187.78℃ 

発火点：537 ℃ 

燃焼範囲：5.0～15.0 vol％ 

反応性：安定だが、約700℃から分解を開始。 

人体への影響：窒息。高濃度では、注意力減少、

筋肉運動の不調、頭痛、眠気。加圧すると麻酔

作用。 

２ 

用
途 

燃料、燃料電池 

電子工業 

化学製品原料 

発電設備の冷却用 等 

燃料 

化学工業原料 

鉱産物の還元剤 等 

３ 

設
備
の
技
術
上
の
基
準 

第５章に示す基準のほか、次の設備の技術上の基準が適用される。 

① 火気取扱施設に対し８ｍ以上又は漏えいガスの流動防止措置等 

② 他の可燃性ガス製造設備の高圧ガス設備に対し５ｍ以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備に対し

10ｍ以上等 

③（貯蔵能力３ｔ以上の貯槽の場合）他の可燃性ガス又は酸素の貯槽との間の距離 

④ 可燃性ガスの貯槽であることの識別措置（朱書き等） 

⑤ 製造設備を設置する室の漏えいガスが滞留しない構造（換気口、換気装置等） 

⑥ 安全装置の放出管の開口部の位置（貯槽の上部２ｍ以上、周囲に着火源なし） 

⑦ 負圧（槽内圧力が外部圧力より低いこと）による貯槽の破壊防止措置 

⑧（内容積5,000L以上の場合）緊急遮断装置の設置 

⑨ 有効な防爆性能を有する電気設備の設置 

⑩ 可燃性ガスの漏えい検知警報装置の設置 

⑪（可燃性物質取扱設備の周辺の場合）貯槽等の温度上昇防止措置（散水装置等） 

⑫ 静電気除去措置（ボンディングアース等） 

⑬ 防消火設備の設置（散水装置、消火器等の設置） 
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参考資料 

 

 

・ＣＥマニュアル 第二次改訂 （一社）神奈川県高圧ガス保安協会 

 

・ＣＥ設置事業所・ローリー運行事業所関係基準 （一社）日本産業・医療ガス協会 

 

・コールドエバポレータ（ＣＥ）日常巡回点検記録表の記載要領 

 有限責任中間法人 日本産業・医療ガス協会 

 

・液化炭酸ガス取扱テキスト （一社）日本産業・医療ガス協会 

 

・液化炭酸ガスＣＥ設置事業所・ローリ運行事業所関係基準 （一社）日本産業・医療ガス協会 

 

・高圧ガス取扱ガイドブック 液化酸素編 高圧ガス保安協会 

 

・絵とき機械用語事典【機械保全編】 大島政隆、岡村英明 

 

・高圧ガスの事故に学ぶ 高圧ガス保安協会 

 

・高圧ガス保安協会 Web サイト http://www.khk.or.jp/ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 この「コールド・エバポレータ取扱指針」は、富山県高圧ガス安全協会販売技術研究会

において編集したものです。 

 

 

 

富 山 県 高 圧 ガ ス 安 全 協 会 

販 売 技 術 研 究 会 委 員 

 

後  和 孝    サ カ ヰ 産 業（株） 

木 村 光 彦    中部エア・ウォーター（株） 

志 村  学    大 陽 日 酸（株） 

早 垣 紀 夫    北 酸（株） 

比 護 啓 一    昭 和 酸 素（株） 

放 生 薫 雄    宇 野 酸 素（株） 

萬  英 司    北 越 ア セ チ レ ン（株） 

 

 

 

 

 

 

 

 

コールド・エバポレータ取扱指針 

 

平成 29 年３月 

 

 

 

富山県生活環境文化部環境保全課 

富 山 県 高 圧 ガ ス 安 全 協 会 

電話：076-444-3142 

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1706/（県環境保全課） 

http://www6.nsk.ne.jp/toyama-kak/（安全協会） 
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